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◆ 前 文 

 

  本町はこれまで、昭和６１年の行財政改革推進を柱とした第一次行政改革の取組を行

い、以後、簡素で効率的な行政運営と厳しい財政状況に対応するため、平成８年１１月

に｢第三次中標津町行政改革実施要綱｣を策定し平成１０年３月から｢第三次中標津町行

政改革実施計画｣により行政改革を進めてきたところです。 

  また、第三次行政改革の評価等を踏まえて平成１５年には｢中標津町経営再生プログラ

ム｣を作成し平成１８年度までの新たな改革を現在行っております。 

  この改革では、町政が税や使用料などの町民の負担によって成り立っていることを自

覚し、効率的な財政運営基本に今後、更に進展する少子高齢化社会に対応した環境作り、

町の持続的発展の基礎となる社会資本整備、町民生活の安全、安心の町づくりを確保し、

自主、自立的な町づくりを目指して行く必要があります。 

 

◆ 町の現状と課題 

 

 □社会情勢の変化 

   地方を取り巻く環境は大きく変化し、長引く景気低迷による社会情勢の変化、住民

の行政に対するニーズの多様化・高度化が進み、地方が出来ることは地方での考えが

進み国と地方との役割分担が一層明確になっています。 

 

 □厳しい財政状況 

   第１次から第３次及び中標津町経営再生プログラムによる行政改革により、事務事

業の見直し・組織、機構の改善・職員定数の見直し・財政の健全化と効率化・民間活

力の導入などを主体に経常経費、補助金、報償費の削減、各種使用料・受益者負担金

の見直しなどを進め平成１０年から１３億に上る削減を行うなどの効果がありました

が、自主財源であります町税等については大幅な増は見込まれず、また財源の約４割

を占める地方交付税についても平成１８年度以降、更に減額が予想されるなど財源確

保が大変厳しい状況となっております。 

一方、歳出では少子･高齢化対策を初め、多様化、高度化する住民ニーズに答えるた

めの対策が山積しており、これまでどおりの行政運営が維持できない状況になってい

ます。 

 

  ※別紙財政の推移参照（６ページ） 



 □地方分権の進展 

   地方分権の進展により、地方の自主性の拡大と税財政基盤の強化などの三位一体改 

革が進展し、地域においても、公共サービスの見直しに伴う住民、民間企業、ＮＰＯ 

などとの連携、役割分担が求められております。 

 

◆ これからの町のあり方 

 

  現在、進めている｢中標津町経営再生プログラム｣については、協働型総合行政システ 

ム（小さな自治）を目指し、平成１５年度より取組を行っており①構造改革の更なる推 

進②歳出改革③意識改革の３項目を柱に実施し平成１６年度においては、５０，６１８ 

千円の削減効果を上げ、定員適正化計画、特勤手当等の支給基準を国に準じるなどの行 

財政改革を実施してきましたが、国の「三位一体改革」の進展による交付税の減額が大 

きく、特に平成１９年度からの新たな交付税の算定措置により、現状の行政運営を続け 

て行くと累計で１８年度から２２年度まで３７億程度の累積赤字が見込まれるなど、策 

定当時とは大きく状況が変化しており、新たな行財政改革を必要とする状況となってお 

ります。 

 また、高度化・多様化する住民ニーズへの対応、受益と負担の均衡を考慮する一方で 

限られた財源と人を有効に活用した行政サービスの質の向上ということが求められてい

ます。 

 このような状況から、経営再生プログラムの見直しも含めた第５次行政改革の推進（集

中改革プラン）に当たっては住民と協働し、簡素で効率的な組織体制を確立し、危機意

識と改革意欲を町長を初めとして職員全員で共有し取組む必要があり、毎年度検証、見

直しを行い、改革の状況については住民に公表し改革を進めて行きます。 

  

 

◆ 行政改革の主要推進事項 

 

１．事務・事業の再編、整理 

 （１）時代の変化に対応し多様化する住民ニーズに応えるため、事務・事業には柔軟に 

対応する能力が求められており、行政が本来果たすべき役割、受益と負担の公平性 

の確保、行政効率等に配慮し事務事業の合理化を推進する。 

 （２）行政評価制度については、すでに導入済みであるが、共通の評価に基づき、その 

成果を次年度以降の事務事業の見直し、計画に反映させる等のサイクルの確立を行 

い、町政の運営、行政の透明性の向上を図るなど住民参加の町政を推進する。 

 

 



２．民間委託等の推進 

  改正地方自治法に基づく指定管理者制度の活用は、行政運営の効率化と住民サービス 

の向上を図ることを目的として行うものである。 

 現在、直営及び管理委託を行っている｢公の施設｣については、平成１８年４月１日よ 

り導入する。 

 平成１８年より導入が不可の施設及び今後新規に設置される施設については、指定管 

理者制度の活用について検討する。 

 （１）平成１８年４月１日導入予定施設 

・ 文化施設（１施設） ・体育施設（７施設） ・公園（３３施設）  

・ 地域会館・集会所（１９施設） その他施設（４施設） 

 

  （２）平成１９年以降検討施設 

    今回、導入を実施しなかった施設について随時検討を行い直営から指定管理者へ 

    と移行する。 

 

３．組織機構の見直し 

多様化する行政ニーズに対応し、行政課題に総合的・機能的に対応できるよう、全て 

の組織・機構の見直しを行い、行政のスリム化と効率化に努め、適正な人員配置を行い 

業務全般に渡る見直し、町の行政課題に対する対応等を進め、責任所在の明確な町民に 

判りやすい組織とする。 

 

４．定員管理の適正化 

当町の職員数については、総務省の定める｢定員モデル｣と比較すると若干下回ってい 

るが、これまでの第１次定員適正化計画及び現在の第２次定員適正化の推進により退職 

者の不補充により職員数の削減進めているところですが、平成 19年度以降は、職員の大 

量退職迎えることから退職者の 3分の 1補充として適正な職員数を目指すものとする。 

一般職の職員数は平成 18年 4月 1日時点で 285名を平成 22年 4月 1日において 264 

名とする。 

 

今後の採用予定 

年 度 前年度定年退職者 新規採用予定者 減 員 数 

１８年度 ４ ０ △４ 

１９年度 ９ ３ △６ 

２０年度 ６ ２ △４ 

２１年度 １０ ３ △７ 

 



５．給与・手当の適正化 

職員給与については、退職時の特別昇給の廃止、特殊勤務手当の見直し、更には独自 

に５％の給与の削減を行い総人件費の抑制を図ってきたところです。 

職員の給与制度については、町民の理解と支持が得られる給与制度・運用・水準を目 

指し、国の給与制度の改革に合せて実施してきたところあり、特殊勤務手当については 

平成１６年においてすでに見直しを行い国の支給基準と同一としたものであります。 

 今後も、国の給料表に沿った給与体系を維持し、職務や能力、実績を反映できる給与 

制度の構築を行う。 

 現在、定員・給与等については、毎年広報誌を通じて公表しているところですが、今 

後も、町民に理解の得られる方法で随時公表等を行うこととする。 

 

６．人材育成の推進 

分権型社会の担い手にふさわしい人材を育成することは重要な課題であり、｢中標津町 

職員研修規則｣に基づき総合的な人材育成に努める事とする。 

 

７．電子自治体の推進 

  情報セキュリティの確保に留意し、各種行政サービスを進め住民が利用しやすい電子 

自治体の構築を行います。 

 

８．第三セクターの見直し 

  中標津町土地開発公社、㈱中標津都市施設管理センター、根室中標津空港ビル㈱につ 

いては、当初の出資のみであり、現在特に補助等を実施していないため、今後は更なる 

自立運営に向けた監査等を行います。 

 

９．協働のまちづくりの推進 

  地域の課題やニーズに対応するとともに、簡素で効率的な行政を実現するため、住民 

参加による公共的サービスの提供について検討を行い、地域との協働を実現するため、

職員個々の意識改革や勤務体制の整備に取組むこととする。 

 

10．財政の健全化 

  （１）経費の節減等財政の健全化 

    経費については、更なる見直しを行い、歳出全般の効率化を進め限られた財源の 

配分につき重点化を図るとともに、税の収納向上、受益者負担の適正化などの町の 

自主財源の確保について努力し財政の健全化に努めます。 

  （２）収納額の向上、受益者負担の適正化 

    地方財政を支える上で自主財源の確保は重要な課題となっています。町の自立促 



進のためにも町税等の収納に努めることはもちろん、手数料等受益者負担の適正化 

を促進し財源の確保に努めます。 

  （３）未利用財産の売払い等について 

   未利用財産については、毎年売払いに関する検討を行い、現在貸付等を実施してい 

る土地についても積極的な売込みを行います。 

 

11．公営企業の健全化 

  現在、公営企業として病院事業、水道事業等があるが、病院事業については大変厳し 

い状況にあり、経営の総点検を行い更なる健全経営に取組む必要があります。 

  また、水道事業については、幹線の老朽化も進み今後取り替え等の設備投資が必要と 

なるため病院事業同様に健全経営に取組まなければなりません。（別紙１０ページ） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

中標津町新行政改革プラン 

 

（集中改革プラン平成１８年～２１年） 
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